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名古屋市郊外日進町における保育サービス供給と住民の日常生活

神 谷 浩 夫＊

I　 はじめに

本稿の目的は，大都市郊外における居住者の日

常生活の分析によって，現在の保育施設の配置や

開園時間などのソフト面における運営の問題点を

さぐることにある。地理学研究で扱われる施設配

置問題は，多くの場合，立地配分モデルなどの空

間的最適配置問題として登場してきた。けれども

本稿では，立地配分モデルなどの空間分析的アプ

ローチはとらない。もちろん，本稿で得られた分

析結果に対して，立地配分モデルを応用できる可

能性もある。しかし本稿の力点は，実際の生活行

動を観察することにより，前稿（神谷ほか, 1990)

で指摘したような時間地理学的特色（人間を集計

量として扱わず，多様性を持つことを前提として，

人々に複数の選択肢を提供すること）を強調した

援点から，保育施設の配置問題を考察することに

ある。

対象地域として名古屋市郊外の日進町を取り上

げるが，その理由は，大都市郊外地域における保

育サービスは，公共サービスの供給においていく

つかの問題を抱えているからである。例えば，近

年のわが国では女子の就業が高まる傾向にあり，

この問題に対してさまざまな分野からアプローチ

がなされてきている。その際，女子就業を促進す

るための環境作りが大きな課題となっている。大

都市地域の郊外では他の地域に比べて女子労働力

率が低く，近年のわが国において女子労働力率が

高まっているのはまさにこの地域に他ならない。

さらに，大都市郊外に居住する既婚女性にとって，

就業の際に障害となる要因が数多く存在すると思

われる。

この点については，神谷ほか(1990) において

も若干言及したが，そこでの議論をふり返ってみ

よう。

まず，既婚女性の就業に制約となっている要因

を分析した結果，家庭内の幼児が大きな障害とな

っている点が，時間地理学の結合の制約概念を利

用することで明らかにされた。さらに，この結合

の制約を解消する手段として，世帯内において3

世代の同居による担父母の協力と，保育施設によ

る保育時間の延長やO 歳児保育等のサービスの充

実という2 つの可能性が示された。ただ，調査対

象地域であった長野県下諏訪町では長時間保育が

実施されておらず，女子の勤務時間や賃金水準に

ついても十分な考察が行えなかった。これらの点

は，女子就業にとって重要な決定要因であるにも

かかわらず，時間地理学の概念枠に依拠するだけ

では解明が困難なことも明らかとなった。なお，

これら時間地理学的アプローチの不十分な点につ

いては，後に詳しく触れることとする。また，自

家用車の利用は能力の制約に深く関連することか

ら，女子就業との関連が予想されたが，下諏訪町

では自動車の保有率がかなり高く就業機会も豊富

であったため，女子就業と自動車保有との間に強

い関連を認められなかった。

このような地方小都市の事例から得られた結論＊ 椙山 女学 園大学 文学 部
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と比較して，本稿で扱う大都市郊外では，かなり

異なった状況にあると思われる。

まず，幼児を抱える母親が抱える結合の制約を

解消するために，2 つの可能性があると上で述べ

た。ところが大都市郊外においては，急増する人

口にともない保育園や幼稚園，小学校などの整備

が進められているが，なかなか増大する需要に追

いつくことができないでいる。さらに，3 世代が

同居する世帯の比重も地方に比べて小さいため，

上述した結合の制約を緩和する手段としては有効

性が劣ると推測される。

さらに，大都市圏全体でみれば就業機会は豊富

かもしれないが，ただでさえ時間の制約の多い女

性にとって長い通勤時間は大きな負援である。そ

のため，自宅から短い時間に到達できるという条

件は潜在的な職場の空間的範囲を限定するであろ

う。また，居住密度が相対的に低い郊外では，自

動車を利用できる人とできない人との差が空間的

到達範囲に顕著に反映されると予想される。

そこで本稿では，こうした推測が正しいかどう

かを，郊外居住者の実際の生活行動に関するデー

タの分析によって検討する。前稿では，時間地理

学的アプローチの有効性を検討することに力点が

あったが，本稿でとくに重点を置く点は，大都市

郊外の既婚女性が就業する際に，育児の問題がど

れだけネックとなっているかを明らかにし，これ

を解消するための一つの重要な手段である公的な

保育サービスの供給の現状を考察することにある。

では次に，保育サービスに関する地理学からの

研究を整備しておきたい。まず，東京都八王子市

における保育所の配置問題を立地配分モデルを利

用して分析したKubo  (1985)の研究がある。そこ

では，保育サービスの需要と現実の保育所立地の

間にはかなりのずれが認められ，特に保育所まで

のアクセスが悪い地区は開発時期の最も新しい地

区であることが明らかにされた。また，シミュレ

－ シ ョン ・モ デル を適 用し た結 果， 既存 の保育 所

の 位置 と規 援 を変 更 するだ けで保 育所 へ のア クセ

シビ リテ ィが 大幅 に改 善さ れ るこ とが指摘 さ れた。

一 方谷 貝(1989) は， 東京 都八王 子 市にお け る保

育 所 の立地 を， 時 間地 理学 的シ ミュレ ーショ ンに

よっ て考察 し た。 その 結果, (1)保 育時 間 の延長 ，

（2）バ ス路線 の新 設, (3)保 育 所の 新設， とい う3 つ

の 環境 条件 の変 更 が就業 可能 な 職場 の空間 的範 囲

の 拡大 につ な がる こ とを示し た。

これらの研究は，空間的な最適施設の問題に重

点が置かれており，保育施設のサービス供給の現

状がどのようになっているのかという点について

は十分な言及がなされていない。一方イギリスで

は，医療サービスなどの公共サービス研究の一環

として，保育サービスにみられる地域格差の問題

が手掛けられてきた。例えばPinchは，都市間レ

ベルと都市内レベルの地域格差について検討して

い る(Pinch,  1984) 。 そし て，都 市間レ ベ ルの比

較 では， 社 会経 済的 な地 位 の劣っ た都 市で は保育

サ ービ スの供 給 水準 が低 い とい う傾向 が弱 いな が

ら も認 めら れ， 都市 内レ ベル の考 察で は， 幼稚 園

やプ レ イグ ル ープ の 分布 は， 低所 得者 地域 と正 の

相関 を示 す こ とが指 摘さ れた。 一 方， 中央 政府 に

おい て 「小 さな 政府」 を 標傍 す る保 守党 の 台頭 に

よっ て， 公的 保育 サ ービ ス に生じ た変化 を 考察し

た研 究 もあ る(Pinch,  1986) 。 な かで も， サッ チ

ャ ー政権 登場以 前に すで に人 きな地 域格 差 が存在

して いた こ と と， 保守 党政 権 の登場 に よっ て，公

的な保 育 サ ービ ス供給 に積 極的 な労 働党 与党 の地

方自 治体 と公 的 サービ ス供 給 に消 極的 な保守 党与

党 の 地方 自治 体 のサ ービ ス供給 の地 域格 差 がさ ら

に拡 大し た ことが 明 らか にさ れた。

わ が国 にお け る保育 サ ービ スの現 状 を考察 した

もの に は， 桑 島(1986) によ る報告 があ る。 桑島

は，東 北地 方 にお け る保育 所， 幼稚 園な どの 分布

パ タ ーン から， 保育 所 の収 容率 は市部 で 低 く郡 部
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で高いこと，市部では幼稚園が保育所の代替的役

割を果たしていること，大・中都市では無認可保

育所もかなりの数に上っていること，などを指摘

した。

こうした既往の研究は，一方では立地配分モデ

ルや時間地理学の活動スケジュールのシミュレー

ション・モデルなどサービス需要のトリップに焦

点を置いた分析であり，他方は保育サービスの供

給における地域差を記述し，その要因を探ろうと

するものである。これに対して本稿は，世帯の日

常活動で観察されるサービス需要のトリップと，

サービス供給の制度の両面からアプローチを試み

る。すなわち，下諏訪町における事例研究への反

省について述べたように，活動の選択肢そのもの

の存在の有無（例えば，保育サービスの供給や職

場の勤務時間や賃金水準等）もまた，われわれの

活動を制約する大きな要因となっていると考えら

れる。そのため，時間地理学の概念であるプロジ

ェクトに依拠し，保育サービスという社会的なプ

ロジェクトの社会経済的な分析を試みることによ

り，これまでの時間地理学の課題として指摘され

てきた問題にも取り組もうと努める。言い換えれ

ば，地方自治体がこうしたプロジェクト（本稿で

は，家族生活にとってとくに重要な育児プロジェ

クト）をどのような形で提供しているのか，とい

う点にも配慮して考察を行う。そのため，日常生

活の分析においてはかなり時間地理学的アプロー

チに依拠するが，育児プロジェクトについては，

制度的な観点から調査対象地域である日進町にお

ける保育サービスを考察する。

もちろん，日進町という単一の自治体の範域を

対象とした分析では，範域内部にサービスの格差

が認められると予想することは難しい。特に，日

本社会では（少なくとも目に見える）公共サービ

スに対する平等性の欲求は大きいと思われるため，

町内居住者にたとえ所得のばらつきがあり，地区

ごとに大きな所得の差異がみられるとしても，サ

ービス供給に差を認めることは難しいだろう。そ

れゆえ，日進町という小さな自治体のみを対象と

することの意義は，1）日常生活行動のデータが

得やすいこと，2）日進町における保育所の施策

を詳細に観測できること，の2点が考えられる。

本稿における分析の手順は，次のとおりである。

まず第Ⅱ章において，調査対象地域である日進町

の現況について概述したのち，わが国における保

育サービスのしくみに言及しながら，日進町の保

育サービスの現況を報告する。第Ⅲ章では，活動

日誌調査から得られた日進町居住者の日常生活に

関するデータから，保育サービスにかかわる問題

を摘出する。

Ⅱ　保育サービスの現状

1.地域の概観

日進町は，名古屋市の東部に隣接する郊外住宅

地である。図1 は，戦後における日進町の人口推

移と，保育園・幼稚園が開設された年次を示して

いる。日進町は, 1965年ごろから急激に人口が増

人口(万人)

図1　 日進町の人口推移と保育園・幼稚園の

設立年次
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加し, 1990年には5 万人を突破した。人口増加を

もたらしたのは，大規援な一戸建ての住宅団地の

開発によるものであった。こうした人口増加に対

応して1979年には名鉄豊田新線が開通した。豊田

新線の開通により，日進町の南部は交通の利便性

が飛躍的に高まった。人口1 人当りの家計所得は，

愛知県の市町村の中で名古屋市に次いで高く，ホ

ワイトカラー層で比較的高所得の世帯が多いと言

える。

人口が急激な伸びを示してきたのに対して，都

市インフラの整備はかなり立ち遅れている。例え

ば町が実施している消費者動向調査によれば，第1

種・第2 種大規援小売店の店舗面積は，町内4

店舗の総計でも9,200m2にしか達せず,買回り品の

地元購買率はわずか10％に過ぎない。消費者の90

％は町外へ流出しているが，その多くは名古屋市

の栄や星が丘が流出先となっている。また，最寄

り品の地元購買率もわずか50.2% でしかないため，

日常の買物も町内で充足することが困難である。

そのため，上に述べたように日進町の人口1 人当

り所得は高いにもかかわらず，人口1 人当り小売1)

業年間販売額は非常に低い。下水道の整備も遅れ

ており，道路整備も悪い。郊外住宅地として急激

な発展を遂げているにもかかわらず，豊田新線が

通る南部地域を除けば公共交通機関の整備に遅れ

が目だつため，日進町の自動車保有率は愛知県下2)

でもかなり高い。

大都市の郊外地域では女子労働力率が相対的に

低い点はすでに指摘したが(神谷, 1983), 日進町

もその例外ではない。図2 は,日進町における1965

年から1990年の間の年齢別女子就業率の推移を示

している。この図からもわかるとおり，過去25年

間に女子就業率は15～19歳の年齢層以外の各層で

上昇しており，とくに40～49歳の中高年層で上昇

が著しい。 20歳～54歳のうちで就業率が最も低い

年齢層は, 1965年には25～29歳で24.9% であった

図2　 日 進 町 の 年 齢 別 女 子 就 業 率

が, 1990 年には30～34歳の46.0% となっている。

これら年齢層は，子育ての時期に該当することは

言うまでもない。初婚年齢の上昇により，25～29

歳の年齢層の就業率はかなり上昇したが(1965 年

の24.9% から1990年の54.0%),  30～34歳の年齢層

の伸びは他の年齢層の就業率の伸びに比べて小さ

かったため，いわゆるM 字型の年齢別就業率のプ

ロフィールの谷の部分は，以前に比べて深くなっ

た。

けれども，郊外地域の中でもかなりの地域的差

異がみられる。名古屋市の郊外地域における女子

就業の地域的特色として，日進町など東部の市町

村は製造業よりもサービス業就業者の比重が高く，

労働力率も低い傾向が認められる（神谷, 1993)。

日進町に住む既婚女子就業者の職場の分布は，

夫と比較して短距離にある。図3 は，国勢調査に

よる日進町の就業者の従業地を示している。また，

通勤手段も車を利用するよりも，自転車や徒歩の
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図3　 日進町の男女別年齢別従業地(1985 年）

比重が高い。

2．保育サービスの現状

本節ではまず，日本の保育行政についての概略

を述べ，地域社会において保育サービスがどのよ3
）

うに供給されているかについて述べる。そして，

その具体的な状況として，日進町における保育サ

ービスの現状について考察を行う。

小学生未満の子供の多くは，保育所または幼稚

園に通園することによって，小学校入学前に集団

生活の経験をつむ。児童福祉法によれば，市町村

は「保育に欠ける世帯」の子供を保育所に入所さ

せなければならないとされる。簡単に言えば，市

町村は「保育に欠ける世帯」の子供を保育所に入

所させる義務を負うが，それ以外の子供は保育は

家庭で行われるべきであるとする原則である。そ

れゆえ，「保育に欠ける世帯」に児童福祉の観点か

ら保育サービスを提供する保育所については，厚

生省が保育サービスの水準を定め，これ以外の家

庭の子供に就学前教育を援供する幼稚園について

は，文部省が所轄となっている。

市町村が供給すべきであると定められている保

育サービスは，児童福祉法によって，その運営指

針が定められている。運営指針のなかで重要なの

は，1 ）入所受け入れ児童の基準，2 ）保育時間。3

）保育料，の3 点であろう。入所基準における

「保育に欠ける」世帯とは，保護者が昼間労働す

ることを常態とすることや，家族に病人を抱え介

護していること等の世帯であるが，近年における

パートタイム就労の増大によって，その定義は不

明瞭になりつつある。保育時間は，原則として1

日8 時間であるが，この他，全国22,737か所のう

ちの826か所で延長保育（朝7 時から夜7 時ごろま

で）が実施されている。ただ，財源的裏付けが乏

しいことや，保母の確保や労働時間の問題などか

ら，一部の保育所に留まっている。保育料は，「応

能負担」が原則であり，世帯の所得により保育料

が違ってくる。政府の定める全国一律の基準額（保

育単価と呼ばれる）から保育所経費が算定され，

これから保育料徴収額を差し引いた額の50％が国

庫負担，残りの25％が県費負担, 25% が市町村に

よる負担でまかなわれている（保育行政が機関委
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表1　 全 国の 保育 所 数・ 在籍 児童 の推 移

�施設数 � 在籍 児童数

1965年1970

年1975

年1980

年1985

年1990

年 �11,23813,81818,00921,96022,89922,703�799,6221,109,8621,561,3971,940,7931,770,4661,723,775

資料： 厚生 省「社会福祉 統計I

表2　 事業所内保育施設数の推移

�公立 � 民立 � 総計

1979年1981

年1983

年1985

年1987

年1989

年1991

年 �349419430413412423426�1,3361,5591,6371,6121,7671,8312,117�1,6851,9782,0672,0252,1792,2542,543

資 料：日本児童手当協会「全 国事業 所内

保育施設名簿」任事務へと変更された1986年以前には, 80% が国

庫負担, 20% が自治体の負担であった)。

全国の保育所数の推移は，表1 に示すとおりで

ある。この表からも明らかなとおり，近年の出生

児数の減少にともなって，保育所数は減る傾向に

ある。これとは逆に，既婚女性の労働力率は着実

に上昇し続けており，既存の公的保育サービスで

ある保育所では不十分なために保育サービスへの

需要は相変わらず大きい。こうした満たされない

需要に応えるための事業所内託児所や無認可保育

所が増えていると言われているが，その実態は明

らかではない。ただ，厚生省の外郭団体である日

本児童手当協会から補助金を受けている事業所内

託児所の数に関しては，若干ながらデータが得ら

れるため，その数値を表2 に示した。近年の人手

不足の傾向もあって，企業は女子労働力確保のた

めに事業所内託児所の設置に積極的であり，事業

所内託児所の数はわずかながらも増加傾向を示し

ている。

1990年において，日進町には10か所の保育園が

存在する。うち9 か所は町立保育園であり，1 か

所は私立保育園である。この私立保育園は町の依

託を受け，園児の募集も町をとおして行っている

ため，実質的には町立に近い。ただし，町外から

の園児を受け入れない町立保育園とは異なり，こ

の私立保育園は町外からも園児を受け入れている。

そのため，9 か所の町立保育園では親が送迎する

ことが原則となっているのに対して，この私立保

育園は通園バスによる園児の送迎を実施している。

図1に示したように日進町の保育所は, 1955年

ごろに設立された古いものと，人口が急増し始め

た1975年ごろに設立されたものがある。延長保育

（通常が8時～16時なのに対して，7時半～18時）

は，町内にある10か所の保育園のうち5か所（中

部・南部・梅森・北新田・日東）で実施されてい

る。また，乳児（6か月児以上のO歳児）保育は，

4か所（中部・梅森・北新田・日東）の保育園で

実施されている。一部の保育園しか延長保育・乳

児保育を実施していないため，延長保育とO 歳児

保育を希望する場合には，必ずしも最寄りの保育

園でなくとも入所できる。

日進町内には，町が把握している無認可保育園

はないし，事業所内託児所も存在しない。このた

め，日進町内における公的な保育の施設は，上述

の10か所の保育園と5 か所の幼稚園以外には存在

しない。5 か所の幼稚園は，すべて送迎バスを運

行している。

全国的にみれば，日進町の保育サービスの水準

はほぽ厚生省のガイドラインに沿ったものであり，

ごく標準的なものであると評価できるだろう。す

なわち，入所受け入れ基準は，パートタイム就労

などの場合，月15日かつ1日4時間以上の就労を

要件としており，保育時間は延長保育が5か所の

保育園で実施されているものの18時まででさほど

長時間ではない。保育料について言えば，ほぼ徴
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収基 準額 に沿 う額 が設 定さ れて お り， これ も標準4

）
的 な もの と思 われ る。

次章 で は， こうし た保 育 サ ービ ス供給 の現 況 の

中で， 居住 者 の日常 活動 が どの よう に遂行 さ れて

い る かを考 察 する。

Ⅲ　 保 育園利 用 者の 生活 実態

1 ． 調 査方法 とデー タ

生 活行 動 に関 する調 査 は， 筆 者 がこ れ まで に単

独 ないし 共同 で実施 し て きた調 査方 法 をほ ぽ踏襲

して 実施 した （荒井, 1992 a : 1992 b : 荒井 ほ か，1989

: 神谷, 1987 ； 1989 a ； 1989 b ； 1993 : 神谷

ほか, 1990 : 川 口, 1992) 。すな わち，詳細 な 時間

利 用 とト リップ につ いて 被調 査者 に 回答 を求 め る

調 査で あ るた め， 予 め本 調査 に先 立っ て調 査 への

自 発的 参加者 を 募っ た。この段 階 で は, 869 世帯 の

応 募が あっ た。 この中 か ら，地 域 とラ イフ ス テー

ジ， 主婦 の就業 状 況 を 考慮 し て, 201 世 帯 を 選 定

し， 調査 票 を郵送 した。 その後， 電 話 にて調 査 へ

の協力 を再 確認 し， 応諾 が 得 られた 世帯 に つい て

調査票 を 回収 した。 そ の際 に， あわ せて 聞 き取 り

調査 も行っ た。

最終 的 に, 187 世帯 か ら有効 回答 が 得 られた。調

査内容 は, 1990 年7 月1 日 （日） と2 日 （月 ）の2

日間 に夫 婦が行 っ たす べて の活 動 を15分 刻 みに

記 入を求 め， さ らに誰 と活 動 を行 った か， 移動 交

通手 段 と移動 先 の位置， 移 動 に要し た時 間， 移 動

先で の活 動内 容な ど の記録 も収 集し た。 こ のほ か，

世帯構 成 や夫 と妻 の就業 先， 就業 時 間， 通勤 交通

手段， 日常 的 な買物 先， 余暇 の 過ご し方 な どにつ

いて もア ンケ ートお よ び聞 き取 りを行 っ た。 こ こ

では， 調査 か らデ ータが 得 られ た187 世帯 の うち，

小 学校 入学 前 の乳幼 児 を抱 えた48 世帯 だ けを取 り

出 し， こ れら世帯 の 活動 パタ ーン を妻 の就 業形 態

とか らめな がら考 察 す る。 得 られ た2 日間 の デー

タのう ち，本 稿 で は7 月2 日 （月 ） の分 の生活 行

動 に関 する デ ータ を利 用 す る。 こ れは， 平 日 は夫

が就 業し ， 妻 もパ ートタ イ ムや フル タイ ムで 働 く

こ とが多 い た めに，家 庭 お よび家 庭外 で の保 育 の

問 題 が休 日 より もよ り明 瞭 に表面 化 する から であ

る。

48世 帯 の生 活行 動 に関 する デ ータか ら は，多 く

の 情報 を取 り 出す こ とがで きるが， 次 節で は と く

に，1 ）活 動 のス ケジ ュ ーリ ング，2 ） 移 動交 通

手段 の利 用， とい う2 つの 側面 に着 目し た 考察 を

行 う。　1） の点 は， 夫 と妻 の就業 時 間や 保育 時 間，

お よび保 育 園へ の送 迎 を誰 が援っ て い るの か， と

い う 問題 に焦 点 をあ て るた めであ る。2 ） の点 は，

公 共 交通 機関 の不 十 分な 大都 市郊 外地 域 で は， 自

動 車 の保 有が 住民 の 日常生 活 に大 き な影響 を 及ぼ

す と予 想 さ れるか らで あ り， 観察 さ れた活 動パ タ

ーン のな かか ら その影 響 の度合 を 導 き出 すた めで

あ る。 なお， 両 者 は密 接 に関連 を もっ てい るた め，

世帯 の 日常 生活 を観 察 す る際 には，2 点 に留 意 し

な がら同 時 に考 察 を進 める こ とと する。

2 。生活行動からみた居住者の保育園利用

まず，分析の対象となった世帯の日常生活を概

観し，この地域における幼稚園・保育園の利用状

況を素描しておく。

分析の対象とした48世帯の属性は，表3 に示さ

れている。これら48世帯における妻の就業状況を

みると，フルタイムが11人，パートタイム（内職

を含む）が19人，専業主婦が18人となっている。

第3 表の48世帯における妻の就業と子供の保育

形態との関連をみると，フルタイム就業者の場合

には，保育所に子供を預けているのが8 世帯（う

ち1 世帯は町外の保育園に子供を預ける）,幼稚園

に預けているのが1 世帯，実家に預けているのが1

世帯，世帯内で老親が世話をしているのが1 世

帯となっている。これに対して，パートタイム就

業者の世帯の場合には，保育所に預けているのが
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表3 サンプル世帯の属性

世帯
番号 �

家族
類型 �

夫
年齢 �

妻
年齢 �

妻の就
業状態 �

妻の職業 � その他家族の年齢 �
自動車

保有台数

1
8

10
16
20
21
22
27
34
39
43
45
49
51
55
56
65
69
70
76
81
83
97

104
111
115
117
118
120
123
124
125
126
127
128
134
136
137
151

152
158
161
166
175
176
178
181
187 �

核
核
核
核
核
核
核
老
老
核
核
核
老
老
老
核

核
核
核
核
核
老
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
核
老
核
老
核 �423835373634374133283529393234373135324431514039403732412832343930423136344142404127253032383735�383133393328313732263627383131363131324031493335343236352633343930383235334035373628252731373230�HHHFFPFPPHHHPHPPHPPHFFHPHHFPHPHPPFHHPHPPFPHPFFFP�

小学校教員

セールス

パート看護婦
事務員
新聞配達
内職

パート

パート
非常勤講師

塾講師

パート

看護婦
小学校教員

フリーライタ

県職員

パート事務員

美容師

内職
臨床検査技師
会社員

郵便配達

自営手伝い
新聞配達
保健婦
雑誌配達

パート事務員
工員

料理指導員
音楽教室経営

パート �11

小　8小　5幼8
小　　　5幼　　　16
小　4幼13
中　5保7
小　4保3
幼　　　10
保12
中　5保　3保667
小　4幼63　6006

小　4幼112

小10 小　5幼714
幼647
小　4幼627
小　2保6
小　3幼4
幼　　26
小　3保14
中13 中　5保1
保　　　08
小　6保797
小　28
小　6保　4 保75 656
小　3幼4
幼　　14
保　3保5
保06

小　4保8

小　7小　112
中　6小　31
保9
小　5保3　　04　　26

小　3保5

幼12
小10 小　6 幼5
保　4保9
小　4幼7
小　3 保4

保　　　12
会8
小　5保5628

小　　3　　　　636
小　3 幼 �011122122211222212222121212112112212112121121122

注1 ）家族類型で 「核」は核家族，「老」 は老親との同居 を示 す。

2 ）妻の就業状 態で，「F 」はフルタ イム就業 ，「P 」はパートタ イム就業，「H 」 は無職を示す。
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10世帯（うち1世帯は町外の保育園），幼稚園に預

けているのが7世帯，事業所内託児所（町外）に

預けているのが1世帯，自宅で内職をしながら育

てているのが1世帯となっている。このうち，幼

稚園に預けている2世帯は，通園児の他にも年下

の子供がいるためにその育児の負担もある。この

2世帯では，姉宅に勤務時間内だけ預けたり（世

帯番号21), 自営業に近い就業形態（塾講師）であ

り老親と同居しているためにさほど問題となって

いない（世帯番号69）ため，妻の就業が可能とな

っている。専業主婦の世帯の場合には，保育園に

預けているのが2 世帯（両世帯とも，当該児童以

外にも子供を抱えている）,幼稚園に預けているの

が9 世帯，どこにも預けていないのが7 世帯とな

っている。これら7 世帯において家庭で育てられ

ている子供の年齢は全員が2 歳以下である。これ

らの点から，既婚女性の就業と保育形態との間に

は明 瞭な 関連 性 を認 める こ とがで き る。 もち ろ ん，

こうし た 相違 に対 し て，保 育 所 の設置 目的 か らし

て当 然で あ るとい う 批判 を受 け るか も知 れない 。

すな わち，「母 親 が就業 し て昼 間い な い こと」「母

親 に代 わ っ て 子 供 の 世 話 を す る家 族 が い な い こ

と」 が保育 園 の入 園 を許 可 するた め の条件 となっ5

）
てい る からで あ る。

そこで，夫婦の1日の活動と保育形態との関連

をさらに詳しくさぐるため，妻の就業と乳幼児の

保育園・幼稚園への送迎パターンに基づいてこれ

ら48世 帯 を分 類し 直し た（表4 ）。 こ の表 を参 照し

なが ら，典 型 的 と思 わ れる世 帯 の日常 生 活の一 部

を取 り出 して 記述 し， その生 活 の中 で観 測さ れ る

保 育 サ ービ スの問 題 を考 察し て みたい 。

まず， 妻が フ ルタ イム 就業 して お り， 乳児 を保

育 所 に預 け て い る 世 帯 番 号22 の 事 例 を みて み る

（図4 お よび 図5 参 照）。夫 の 従業 地 は名 古屋 市中

表4　 送迎のウィンドウが活動に及ぼす影響のパターン

就業
形態 �

保育形態 �送迎者 �世帯番号 � 注　　記

F
F
F
F

F
F
F

F �

保育園
保育園
保育園
保育園

保育園
幼稚園
実家
－ �

妻　妻
夫　妻
妻　姑
夫　夫

なし
夫　夫
夫　妻 �20

 ,(22),117,12716176-812)83

－1581781813)- �1)

夫台湾旅行中2)

妻産休中3)

夫東京出張中
P
P
P

P
P
P

P �

保育園
幼稚園(姉宅)
幼稚園

幼稚園
幼稚園
企業内託児所
－ �

妻　妻

妻
妻　妻 �27,56,70,104,118,123,(126),136,152,161214)344955,69,151,1871755)125�4)

夫飯田出張中5)

夫東京出張中

H
H

H
H �

保育園
幼稚園
幼稚園
－ �

妻　妻
妻

妻　妻 �76,166101,8,43,51,65,1116},115,13739,457'

 ,97,120,124,128,134 �6)

夫沖縄旅行中7)

夫夜勤
注：就業形態のF はフルタイム就業，P はパートタイム就業，H は無職を示し，世帯番号のアン

ダーラインは老親との同居世帯，かっこは町外の保育園を利用する世帯を示す。
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区の都心にあり，妻の従業地はやや郊外地域にあ

たる名古屋市昭和区にある。このため，世帯が保

有する1台の自動車は妻が通勤に利用し，夫はバ

ス・地下鉄を乗り継いで通勤している。妻は毎日

の通勤途中に職場近くにある無認可の保育所に長

女（O歳児）を預けている。この世帯が名古屋市

内の妻の職場近くにある無認可保育所を利用して

いる理由として推測されるのは，妻の就業時間は

8時15分から17時15分までであり，日進町の町立

保育園の通常の開園時間では子供を預けるのが困

難だからである。この家からもっとも近くの保育

園は新ラ田保育園であるが，町が指定する保育園

は梅森保育園である。とはいえ，自宅からこれら

保育園までの距離は大した差はない。ただ，梅森

保育園では延長保育を行なっているが，新ラ田保

育園は実施していない。それゆえ，もし梅森保育

園に入園を希望し延長保育を望めば7時30分から

18時まで預けることができるので，20分の通勤時

間（自動車による）を加味したとしても，ぎりぎ

りの線で朝の勤務開始時間に間に合うことができ

る。この世帯にとって，保育所が職場から自動車

で5分というすぐ近くにあることの最大の利点は，

昼休みなどの短い時間にも，保育所に往復できる

ことにあるだろう。子供が病気がちな時に，親が

すぐに立ち寄れるというメリットは大きい。もし，

日進町の町立保育園に預けたのであれば，昼休み

に立ち寄ることは，食事を抜かない限り不可能で

ある。この保育所は無認可であるために公的な助

成はわずかであり（それでも，名古屋市は，一定

の基準を満たす無認可保育所に対して託児室指定

を行い助成を与えており，他の市町村と比較すれ

ば公的助成は手厚い）,町立保育園よりも保育料は

高いという不利な点も存在する。こうした経済上

の不利にもかかわらず，この世帯が妻の職場近く

に子供を預けているのは，おそらく，そこから得

られるメリットがより大きいためであろう。こう

夫の職場 焼鳥屋 自宅　　 保育園　 妻の職場

図4　世帯番号22の世帯の1日の生活

した点は，合衆国における大規模都市開発におい

て，リンケージ政策と呼ばれる開発主体にインフ

ラ整備の義務を負わせる政策のなかに，保育所の

設置を義務づける項目が人っていることからも窺

6）
える。あるいは，厚生省や労働省が，企業内託児

所を設置しようとする企業に対して，助成金を交

付する制度を設置しようとする動きがみられるの7

）
も，一つの裏付けとなるかもしれない。保育所を

自宅近くに設置すべきか，それとも職場近くに設

置すべきかという政策論的検討は，都市計画や都

市財政の問題も絡むため，まとめのところで，総

合的に検討することとしたい。

次の事例は，図4 の事例と比較的よく似た状況

にある世帯番号117の1 日の生活行動パターンで

ある（図6 ）。この世帯には2 台の自家用車があ

り，夫婦とも毎日通勤に利用している。夫の職場
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図5　 サンプ ル世帯 の1 日 のト リ ップ
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は岡崎市にあり，自動車で片道75分の遠距離通勤

を強いられている。妻の職場は名古屋市中区にあ

り，地下鉄の駅まで自動車で行き，そこで地下鉄

に乗り換えている。4 歳の長男と3 歳の長女はと

もに町立の南部保育園に通っているが，妻が通勤

の途上で送迎をしている。南部保育園は延長保育

のサービスを実施しており，妻が通勤で乗降する

日進駅から比較的近くに位置している（直線で約400m

の距離）ため，この世帯にとってかなり好都

合な状況にある。もし，通常の時間帯（8 時～16

時）だけの保育であれば，通勤途上に子供を送迎

することは不可能である。子供の保育時間は，図4

の世帯とほとんど変わらないが，大きな違いは

妻の職場の位置にある。図4 の事例では，自宅か

ら自動車で20分の距離に妻の職場があったが，こ

の図の事例では，妻の職場は都心にあるため，通

勤時間は片道だけで60分も要する。地下鉄に乗り

換えずに自動車だけを利用して通勤するならば，

道路の渋滞に巻き込まれて，通勤時間はさらに長

くなるだろう。

この世帯の事例から，妻の職場が都心にある場

合には，子供の送迎の問題が世帯にとって大きな

負担となることが理解できる。都市規模が大きく

なるほど通勤距離が長くなるであろうから，この

問題は大都市ほど深刻な問題となるだろう。図4

の事例のように，妻の職場が比較的郊外にあれば

なんとか問題を切り抜ける手だてを見つけ出すこ

とができるだろうが，職場が都心であれば，自動

車に子供を乗せて職場近くの保育所に預ける方法

は不可能なため，必然的に自宅近くの保育園を利

用せざるを得ない。この世帯は，自宅から駅の途

上近くに保育園が立地しており，しかもその保育

園が延長サービスを行っていたため，これが可能

であった。さらに，この世帯が2 台の自動車を保

有している点も重要であろう。なぜなら，この家

から保育園まで直線でおよそ1km の距離を大人な

らば20分程度で歩けるだろうが，2 人の幼児を通

勤途中に連れて歩くのはかなり困難だからである。

ある意味では，フルタイムの就業は，自動車を2

台保有することを必然にさせているとも解釈でき

る。高い賃金を望むなら長時間の勤務が要求され

るフルタイムの職を継続する必要があるが（子育

てのために中途退職しないという意味で）,そのた

めには妻のモビリティを高める自動車を持たざる

を得ないというのも，また，一面の事実であろう。3

番目の事例は，夫が自営業で子供の送迎の役

割を分担している世帯番号158の事例である（図7

）。この世帯には2 台の自家用車があるが，1 台

は妻が通勤のために地下鉄駅まで利用している。

妻の職場は名古屋市中区の都心にあり60分の通勤

時間がかかるため，幼稚園に通う次女の送迎バス

停までの送り迎えは，夫が担当している。夫や妻

の就業場所が保育サービスに与える影響を考える

際に，この事例はかなり深い含蓄がある。すなわ

図6　 世帯番号117の世帯の1 日の生活
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ち，職住が分離した都市生活が，もし今後，テレ

コミューティングが一般化して在宅勤務が状態と

なる時代が到来するならば，現代家族にのしかか

っている子供の送迎という制約はかなり解消され

ると予想されるからである。その場合，夫婦の両

方が在宅勤務である必要はない。どちらか一方の

みが在宅勤務可能であれば，この事例のように対

処可能となるのである。

図8 は，妻の就業時間がやや不規則で長時間に

わたるために，子供の保育を実家に依託している

世帯番号178の事例を示している。この世帯には1

台の自家用車があるが，夫婦とも通勤には利用し

ていない。この日の朝6 時30分に，夫は自動車に2

歳の長女を乗せて自宅を出発し，名古屋市天白

区の実家まで送り，そこからバスと地下鉄を乗り

継いで名古屋市中区にある職場に向かった。妻は

朝8 時ごろ自宅を出て，地下鉄に乗って会社から

の派遣先である江南市へと向かった。妻は仕事を

終えた後にバスと地下鉄を乗り継いで実家に立ち

寄り，長女と一緒に実家で食事を取ったあと，朝

に夫が預かっていった自動車に乗って自宅に戻っ

た。夫は，残業のため21時まで会社で仕事をした

後，地下鉄で自宅まで戻った。

この世帯が町立保育園に子供を預けるとするな

らば，最寄りの保育園は中部保育園であり，この

保育園は乳児保育・延長保育を実施している。し

かし，妻の勤務時間は派遣先が日によって異なる

ために不規則であり，この日は比較的早い時間に

退社できているが，それでも町立保育園の保育終

了時間までに職場から戻ることはできない。この

ため，名古屋市内に住む祖父母のところに子供を

預けている。夫婦とも，ふだんの通勤に自動車を

利用する必然性はないが，祖父母の家まで子供の

送迎に自動車を利用せざるを得ない。

図7　世帯番号158 の世帯の1日の生活 図8　 世帯番号178 の世帯の1 日の生活
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以上の個別事例の観察をまとめると，次の点が

指摘できる。まず，妻がフルタイム就業する世帯

では，延長保育や長時間保育が多くの場合に必要

となっている。もちろん，必要度の大きさは，世

帯における夫や妻の就業時間や就業場所によって

異なる。さらに興味深いのは，夫の勤務時間と妻

の勤務時間との関係である。乳幼児が保育園に通

う世帯の1 日の生活をまとめて図化したのが図9

である。図では，妻がフルタイム就業する世帯(妻

が産休中の世帯と送迎を担父母が代替している世

帯を除く6 世帯)とパートタイム就業する世帯(調

査日に勤務していなかった1 世帯を除く9 世帯)

に分けて示してある。妻の就業時間，乳幼児の保

育時間がパートタイム就業の妻とフルタイム就業

の妻とで異なるのは当然だが，ここで注目される

のは，夫の就業時間の差である。妻がフルタイム

就業する世帯では，夫の就業時間がより短くなっ

ている。妻がフルタイム就業する世帯では，必ず

しも保育園への送迎を夫が分担しているわけでは

ないが，それでも夫の帰宅時間にかなりの差が認

められる。このことは，夫の就業時間が短縮され

れば，妻がパートタイム就業ではなくフルタイム

となり得る可能性が大きいことを示唆していると

考えられる。

以上，小学校入学前の子供を抱えた世帯の活動

パターンを，日常生活を観察することから明らか

にしてきた。本章のまとめとして，ここで明らか

にされた日常生活の状況を，前章で述べた保育サ

ービスのあり方と関連付けてみたい。

前章において，日進町において実施されている

延長保育サービスが18時までであることを述べた。

これは，フルタイム就業する女性にとって，かな

り苦しい。観察された世帯が現在とっているこの

問題への対処方法は，夫に肩代りしてもらうもの

であった。この問題を根本的に解消するためには，

労働時間の短縮が必要であろう。

図9 に示した夫の就業時間が長い点については，

日進町という地域の特性に帰することができる可

能性もある。というのは，第Ⅱ章において述べた

ように，日進町は比較的高所得世帯の郊外住宅地

の性格が強いからである。神谷ほか（1990）にお

ける長野県下諏訪町では夫の帰宅時間は，日進町

の事例世帯よりも全般的に早い傾向が認められた。

集計量による比較を行っていないため，ここでは

直感的な推測しかできないが，それでも現業部門

の就業が多いと考えられる地方小都市とホワイト

カラー層が高い比重を占める大都市郊外地域とで

は，夫の勤務内容にかなりの違いが予想されるだ

ろう。それゆえ，ホワイトカラー層に特に重点を

置く労働時間の短縮策が，幼児を抱えた世帯の保

育にとって効果的と考えられる。

本稿の事例からは，労働時間の短縮とならんで，

従業地が自宅やその近くにあることの利点も再認

識された。フレックス・タイム制や在宅勤務は，

この点で意外と乳幼児を持つ世帯にとって人きな

利点を与える可能性がある。近年話題となってい

る育児休業法は，もし広く実施されるようになれ

ば，こうした点でかなり人きな政策的インパクト

を持つと思われる。あるいは，仕事の全面的な休

業ではなくとも，6か月以上の乳幼児を抱える両

親にワークシェアリング，フレックス・タイム制

度を考慮する施策も一考の価値があると思われる。

都市計画の観点からもまた，保育サービスに与

える波及効果に関して，配慮する必要性があるか

もしれない。既に述べたように，合衆国ではリン

ケージ制度の一環として大規模開発に託児所設置

を義務付けている事例の報告があるが，この制度

そのものは日本の大都市の場合にはさほど現実的

ではない。なぜなら，混雑した電車やバスに乳幼

児を乗せて通勤することは困難だし，精神的・肉

体的疲労も大きいからである。ただ，地方都市で

の開発には考慮する価値があるかもしれない。む
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図9　 妻が就業する世帯の1 日の生活パターン

しろ，駅周辺に保育所を設置することや，職場を

可能な限り郊外に分散し，都心集中を避ける方策

の方が望ましいだろう。このためには，オフィス

開発や住宅立地の方向性を大幅に変更する必要性

がでてこよう。

IV　むすび

本稿は，大都市郊外における住民の日常生活の

分析を通じて，保育サービスという社会的なプロ

ジェクトの社会経済的な分析を試みた。とくに，

これまでの時間地理学の課題として指摘されてき

たプロジェクトの形成に踏み込んで，制度的な観
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点から調査対象地域である日進町における保育サ

ービスを考察した。

考察の結果を簡単にまとめると次のようである。

ます，日進町の保育サービスは，全国的にみれば

ほぼ平均的な水準であった。一部の保育園で延長

保育と乳児保育が実施されており，住民のニーズ

にもある程度は応えている。保育料も厚生省の基

準に準拠したもので，格別安いとは言えない。大

都市郊外の住宅地という地域の特色は，職住が分

離した生活であり，夫はホワイトカラー層が多い

ため，都心まで公共交通機関を利用した通勤が多

い。郊外は，近年において最も既婚女子の労働力

率の伸びが著しい地域であるが，乳幼児を抱えた

妻は，保育所の開園時間と送迎が就業にネックと

なっている。既婚女性の就業が容易となるために

は，もちろん保育園の開園時間が延長されること

がます第1 の要件であるが，この他にも種々の可

能性が示された。それは1 ）柔軟な労働時間（妻

のみならす夫に関しても), 2) 就業する妻にとっ

て利便性の高い土地利用計画（職場の郊外分散や

鉄道駅周辺への保育園の立地），などであった。こ

れらは，前稿で指摘した地方小都市における様相

とはかなり異質であり，大都市郊外に特殊な課題

と考えられる。さらに言うならば，郊外すべての

地域に共通するとは限らないかもしれない。ある

意味では，ホワイトカラー層が多く，そのために

夫の勤務時間が長いという居住者の特性を持った

地域に特殊の問題とも言える。

最後に，今後の課題をいくつか指摘しておきた

い。まず，対象地域とした日進町内には無認可保

育所や事業所内託児所がなかったことから，これ

らの点については十分な言及ができなかった。ま

た，片親世帯の状況についても，十分な考察が行

えなかった。ただ，少なくとも現時点で言えるこ

とは，合衆国と同様に，日本の都市においても，

片親世帯がより規模の大きな都市に集中する傾向

が認められる点である。こうした地域的偏りの理

由にはいくつか考えられるが，一つには就業機会

の分布，住宅問題などが理由として挙げられよう。

また，都市部ほど離婚率が高いという事実も存在

する。もし，時間地理学的アプローチに立つのな

らば，こうした社会的弱者にも配慮しか考察も行

うべきであろうが，本稿では調査対象サンプルに

こうしたケースが含まれなかったため，今後の検

討課題としたい。

〔付記〕本稿は, 1993年2月に開催された日本都市学会第

39回大会で発表したものに加筆・訂正を加えたものである。

データは，岡本耕平氏（名古屋大学），荒井良雄氏（東京大

学｝， 川口太郎氏（東京大学） と共同で実施し た調査に基づ

いている。常 日頃から真摯 な議論 の機会を作 ってい ただい

ているこ とに，深 く感謝 の意を表し ます。また，調査にご協

力 下さった日進町 の方々に も，お礼申しあ げます。草稿 に目

を通して貴重な コメントを頂 いた金城 学院大学 の伊藤達也

氏, 椙山女学園大学 の立 川希代子氏, 野田睦氏 にも感謝致し

ます。なお調査の実施 にあたって, 福武学術文化振興財団 よ

り研究助 成を受けた。

丶丶汪

1) 1985 年の商業調査によれば，愛知県全体の人 口1

人 当り小売業販売額 は98.6万円なのに対して， 日進

町のそれは約半分の52.9万円に過ぎない。

2) 1989 年現在におけ る日進町 の自動車保有率は人口

千人当り440.6台であり， 全国の保有率(326.0 台）

よりもかなり高く， また愛知県の保有率(412.9 台）

も上回っている。

3）日 本 の保 育 サ ービ ス の概 略 につ い て は，中 西(1990

； 1992)を参考にした。

4）日進町の入園規定では，保護者が次の7 つの理由

のどれかに該当して家庭で児童の面倒を見るこ とが

できない場合に入園が認 められる。なお， この規定

は児童福祉法施行令に準拠したものである。
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①居宅 外労働　昼間 に居宅外でいつ も働いていること

を常態としていること。

②居宅内労働　昼間に居宅内で当該乳幼児又は，幼児

と離れて日常の家事以外の仕事 をすることを常態と

してい ること。

③母親の出産　母親が妊娠中であるか又は，出産後間

がないこと。

④疾病等　　　 疾病，負傷，又 は精神もし くは身体に

障害を有し ていること。

⑤病人の看護　長期にわたり前号に類する親族を常時

介護していること。

⑥家庭の災害　震災，風水害，火災等の復旧に当たっ

ていること。

⑦その他　　　各前号に類する状態で町長が特に認め

るもの。

5 ）各自治体における保育料にはかなりの地域差が見

られる。全般的に言えば， 財政的 に豊かで住民から

の福祉への要求が強い大都市において， 自治体によ

る持ち出し負担が大きく，保育料 は低い傾向が みら

れる。保育 料の設定 に関す る詳細 な説明 は，武 田(1989)

を参照されたい。

6 ）アメリカ合衆国のサンフランシスコにおけるリン

グージ政策では大規援開発の際に住宅 だけでなく，

保育所の設置を義務づけている。 詳し くは，矢作・

大野（1990） を参照。

7）例えば労働省は，育児休業法の施行 にともない事

業所内託児所に対する助成を1993年度から開始し た。

また，厚生省の外郭団体である日本児童手当協会で

も，労働省 と同様の事業所内託児所に対する助成 を，

すでに昭和53年度から実施し てい る。
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